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前
文 

 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条―

第
五
条
） 

 

第
二
章 

基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
及
び
基
本
的
施
策
（
第
六
条―

第
十
七
条
） 

 

第
三
章 

大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
本
部
（
第
十
八
条―

第
二
十
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
二
十
一
条
） 

 

附
則 

 

急
激
な
人
口
減
少
と
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
、
市
町
村
行
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
様
々
な
課
題

の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
中
、
住
民
に
身
近
な
基
礎
的
な
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
が
、
住
民
に
対

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
機
能
や
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
に
は
、
市
町
村
が
、
さ
ら
な
る
行
財
政
の
改
革
や
デ
ジ
タ
ル
な
ど
の
新
技
術
の
活

用
、
企
業
等
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
社
会
の
多
様
な
主
体
と
の
連
携
や
協
働
を
図
る
と
と
も
に
、

地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
効
率
的
な
人
員
や
施
設
の
配
置
等
が
可
能
と
な
る
広
域
連
携
や
、

行
財
政
基
盤
の
強
化
な
ど
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
の
合
併
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
。 

 

も
と
よ
り
市
町
村
の
将
来
像
や
進
む
べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
の
理
念
で
あ
る

住
民
自
治
及
び
団
体
自
治
の
原
則
に
の
っ
と
り
、
市
町
村
が
住
民
と
と
も
に
十
分
に
議
論
を
行

っ
た
上
で
、
市
町
村
自
ら
が
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の

自
治
体
で
あ
る
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
行
う
市
町
村
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
き

め
細
や
か
な
支
援
を
行
い
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
下
、
府
と
し
て
、
市
町
村
に
対
し
支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
市
町

村
に
お
け
る
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
の
推
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
こ

の
条
例
を
制
定
す
る
。 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
府
が
実
施
す
る
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
た
め
の
施

策
に
関
し
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て

住
民
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

基
礎
自
治
機
能 

市
町
村
が
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
解
決
す
べ
き
課
題
に
的
確
に
対

応
す
る
と
と
も
に
、
住
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
能
及
び
体
制
を
い
う
。 

 

二 

広
域
連
携 

複
数
の
市
町
村
が
相
互
に
協
力
し
て
行
う
取
組
を
い
う
。 

 

三 

市
町
村
の
合
併 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十



九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
合
併
を
い
う
。 

 
四 

合
併
市
町
村 

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
市
町
村
を
い
う
。 

 

五 
合
併
協
議
会 

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
協
議
会
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
推
進
す
る
。 

 

一 

市
町
村
に
お
い
て
、
安
定
し
た
行
財
政
運
営
を
行
う
た
め
、
課
題
を
的
確
に
予
測
し
、

そ
の
影
響
を
見
通
し
な
が
ら
取
組
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
。 

 

二 

市
町
村
に
お
い
て
、
住
民
と
と
も
に
、
そ
の
将
来
像
や
進
む
べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
十

分
に
議
論
を
行
い
な
が
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
。 

（
府
の
責
務
） 

第
四
条 

府
は
、
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
の
自
治
体
と
し
て
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に

基
づ
き
、
市
町
村
の
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
し
、
市
町
村
や
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
の
施
策 

 

二 

広
域
連
携
の
促
進
に
向
け
た
施
策 

 

三 

自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
施
策 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
た
め
に
必

要
な
施
策 

２ 

府
は
、
前
項
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
を
総
合
的
な
観
点
か
ら
支
援
で

き
る
よ
う
、
府
の
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
府
議
会
の
責
務
） 

第
五
条 

府
議
会
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
市
町
村
が
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及

び
強
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
知
事
に
対
し
、
必
要
な
提
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

府
議
会
は
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
た
め
、
住
民
の
理
解
の
増
進
、
府

内
市
町
村
議
会
と
の
連
携
や
協
働
等
必
要
な
取
組
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

府
議
会
議
員
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に

つ
い
て
の
調
査
研
究
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
章 

基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
及
び
基
本
的
施
策 

（
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
の
策
定
等
） 

第
六
条 

知
事
は
、
第
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施

策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
方
針
（
以
下
「
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
」

と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
の
取
組
の
方
向
性
に
関
す
る
事
項 

 

二 

基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本

的
な
事
項 

３ 

知
事
は
、
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
を
策
定
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
の
財
政
収
支
等
の
将
来
の
予
測
） 

第
七
条 

府
は
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
向
け
て
、
市
町
村
が
財
政
収
支
を
は
じ



め
と
す
る
将
来
の
予
測
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
、
市
町
村
と
の
連
携
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
府
は
、
市
町
村
が
前
項
の
予
測
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
市
町
村
の
気
運
の
醸
成
） 

第
八
条 

府
は
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
つ
い
て
市
町
村
自
ら
が
住
民
と
と
も
に

丁
寧
な
議
論
を
行
い
、
必
要
な
施
策
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
気
運
の
醸
成
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

（
調
査
及
び
研
究
） 

第
九
条 

府
は
、
市
町
村
や
地
域
の
現
状
を
十
分
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
基
礎
自
治
機
能
の

充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
調
査
及
び
研
究
に
取
り
組
む
も
の
と
す

る
。 

（
市
町
村
と
の
情
報
の
共
有
） 

第
十
条 

府
は
、
市
町
村
の
現
状
及
び
今
後
直
面
す
る
と
想
定
さ
れ
る
課
題
に
関
す
る
情
報
の

発
信
並
び
に
当
該
市
町
村
の
現
状
等
に
つ
い
て
市
町
村
と
認
識
を
共
有
す
る
た
め
に
必
要

な
施
策
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。 

（
住
民
の
理
解
の
増
進
） 

第
十
一
条 

府
は
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
住
民
の
理
解
を

深
め
、
そ
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
の
取
組
等
に
関
す
る
情
報
の
発
信

及
び
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
関
す
る
技
術
的
助
言
等
） 

第
十
二
条 

府
は
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
村
の
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
関

す
る
技
術
的
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
広
域
連
携
に
関
す
る
技
術
的
助
言
等
） 

第
十
三
条 

府
は
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
広
域
連
携
に
関
す
る
技
術
的
な
助
言
、
情

報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
技
術
的
助
言
等
） 

第
十
四
条 

府
は
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
技
術
的
な
助
言
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
支
援
等
） 

第
十
五
条 

知
事
は
、
市
町
村
の
合
併
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
が
合
併
協
議
会
を
設
置
し
、

当
該
市
町
村
の
長
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
合
併
円
滑
化

等
支
援
地
域
に
指
定
し
、
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
等
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
市

町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
を
策
定
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

府
は
、
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
に
基
づ
き
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑

化
並
び
に
合
併
市
町
村
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
及
び
均
衡
あ
る
発
展
の
支
援
の
た
め
の
施

策
（
以
下
「
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
施
策
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

府
は
、
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
と



緊
密
に
連
携
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
） 

第
十
六
条 

市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

一 

行
財
政
運
営
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

ま
ち
づ
く
り
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
主
的
な
合
併
の
円
滑
化
並
び
に
合
併
市
町
村
の
円

滑
な
運
営
の
確
保
及
び
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
に
関
す
る
こ
と
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
七
条 

府
は
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必

要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
本
部 

（
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
本
部
） 

第
十
八
条 

第
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と

い
う
。
）
を
置
く
。 

（
本
部
の
所
掌
事
務
） 

第
十
九
条 

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
の
案
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

 

二 

広
域
連
携
の
促
進
に
関
す
る
事
務 

 

三 

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
の
案
の
作
成
及
び
実

施
の
推
進
に
関
す
る
事
務 

 

四 

第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
施
策
の
総
合
調
整
及
び
実

施
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
務 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
た
め
に
必

要
な
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務 

（
本
部
の
組
織
） 

第
二
十
条 

本
部
は
、
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と

い
う
。
）
、
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
副
本
部
長
（
以
下
「
副
本
部
長
」
と
い
う
。
）

及
び
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実
強
化
推
進
本
部
員
（
以
下
「
本
部
員
」
と
い
う
。
）
を
も

っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

本
部
長
は
知
事
と
し
、
本
部
の
事
務
を
総
括
す
る
。 

３ 

副
本
部
長
は
副
知
事
と
し
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

４ 

本
部
員
は
、
府
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
本
部
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
者
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

（
委
任
） 

第
二
十
一
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 



 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


